
※申請者、入居者以外の方が手続に来られる場合は、この委任状が必要です。 

 

委 任 状 

【代理人】 

          住  所                      

 

          氏  名                    ㊞  

 

生年月日  昭和・平成    年   月   日  

   

          委任者との続柄            

 

連絡先電話番号                   

 

 

私は上記の者を代理人と定め、下記の手続きの権限を委任します。 

 

【委任事項】該当する項目に☑してください。 

□ １ 公営住宅入居申込み 

□ ２ 公営住宅同居承認申請 

□ ３ 公営住宅入居承継承認申請 

□ ４ 公営住宅同居者異動届 

□ ５ 公営住宅収入申告 

 

平成  年  月  日 

 

【委任者】 

   住  所                     

 

   氏  名                   ㊞  

 

生年月日  昭和・平成    年   月   日  

   

   連絡先電話番号               

 



○公営住宅手続きにおける個人番号（マイナンバー）の利用について 

 

◆公営住宅における個人番号（マイナンバー）制度のメリット 

 ・手続きの際に必要な証明書等の添付が省略できるものもあり、申請者の 

負担が軽減される。 

 

 

以下の手続きにおいて、個人番号（マイナンバー）の確認及び本人確認が必

要となります。窓口にお越しになる際には「個人番号カード」又は、「通知カ

ード」と本人確認書類をお持ちください。申請者または入居者本人が窓口に来

られない場合は、委任状が必要です。 

 

 １ 公営住宅入居申込み 

 ２ 公営住宅同居承認申請 

 ３ 公営住宅入居承継承認申請 

 ４ 公営住宅同居者異動届 

 ５ 公営住宅収入申告 

 

 

☆個人番号（マイナンバー）確認に必要な書類 

 ・個人番号カード 

 ・通知カード 

 

☆本人確認に必要な書類 

 ・１点のみでよいもの 

  個人番号カード、住民基本台帳カード（顔写真つき）、運転免許証、 

パスポート、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書等 

 

 ・２点必要なもの 

  通知カード、健康保険証、介護保険証、年金手帳、医療受給者証、 

学生証等、公的機関発行の証明書（あんしんカード）等 

 


